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金融商品の分類及び測定に関して 
拡大するダイバージェンス 
 

2014年1月のボード会議において、FASBは、金融資産の分類及び測定に関する事業モデル

による評価を今後は審議しないことを決定した。またFASBは、金融資産を取得し管理する

うえで企業が行う事業活動に焦点を当てたアプローチ1を今後は審議しないことも決定した。 

 

【重要な事実】 

 スタッフは、負債証券及び貸付金に関する現行のU.S. GAAPの改善を目標として分析を

行う。 

 これらの目標とする改善について検討したうえで、FASBは負債証券と貸付金の会計モ

デルを整合させるか、または現行規定のように別々の会計モデルとするかについて検

討する。 

 

【重要な影響】 

 FASBは、金融資産の分類及び測定に関するIASBの基準書案において、提案された事

業モデルによる評価とのコンバージェンスを目指さない方向で検討している2。 

FASBは、事業モデルによる評価を今後は審議しないことを決定したうえで、以下について分

析を行うよう、スタッフに指示した。 

 当初認識後の売却による適切な影響（少額だが数量の多い売却の検討を含む） 

 罰則規定の要否 

 分類変更を禁止とすべきか否か 

FASBは、当初認識後の金融資産の売却が分類に及ぼす影響について検討した結果、罰則

規定がない場合、当初想定していたよりも多くの負債証券が償却原価で測定される結果にな

りかねないとの懸念を示した。またFASBは、罰則規定や類似する他の規定を設けることによ

り、多くの貸付金が公正価値で測定されることになるか否かについても検討した。 

 

                                                      

1 ASU案「金融資産及び金融負債の認識及び測定」2013年2月14日。www.fasb.orgより入手可能。IASB ED/2012/4 「分類及び測定：IFRS

第9号（2010年）の限定的修正」。www.ifrs.orgより入手可能。  

2 詳細についてはIssues In-Depth No. 13-2 「金融商品の分類及び測定に関するFASBのモデル案の適用」、及びDefining Issues No. 

13-56 「金融商品の減損と分類及び測定に関する IFRSとのコンバージェンスは達成されない見込み」を参照。いずれも

www.kpmginstitutes.com/financial-reporting-networkより入手可能。 
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これらの目標とする改善について検討したうえで、FASBは負債証券と貸付金の会計モデルを

整合させるか、または現状維持とするかについて検討することとなる。負債証券と貸付金の

両方に同様のアプローチを適用することにより複雑性は緩和される可能性があるが、同時に

予想していない結果がもたらされる可能性もある。 
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この文書はKPMG LLPが発行しているDefining Issues®  

Jan. 2014 No. 14-5をベースに作成したものです。 

 

上記の記述及び要約を、SECレギュレーション及び潜在的また

は現行の規定の代用として取り扱わないようにご注意願いま

す。U.S. GAAPを適用する企業またはSECへのファイリングを行

う企業は、関連する法規制及び会計規定の原文を参照するとと

もに、自社の特定の状況を検討し、会計及び法律顧問に相談さ

れることをお勧めいたします。 

 

本ニューズレターの内容に関しご質問等がございましたら、エン

ゲージメント・チームの担当者までご連絡ください。 
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